




江戸川区
「生活保護レセプト点検等業務委託」及び「中国残留邦人等レセプト点検等業務
委託」に係るプロポーザル実施要領













令和８年１月
江戸川区福祉部生活援護管理課

１　募集の目的
生活保護医療扶助に係る診療報酬及び中国残留邦人等支援給付（以下「支援給付」といいます。）
に係る医療給付の適正確保のため、高度な点検技能を有する専門事業者への診療（調剤）報酬明細書（以下「レセプト」といいます。）に係る点検等の委託事業者を選定します。
　選定に当たっては、医療扶助等の適正実施のために必要な点検体制、経済性、セキュリティ確保策、実績等を選定指標とし、プロポーザルにより実施します。

２　委託業務の概要
（１）　件名
「生活保護レセプト点検等業務委託」及び「中国残留邦人等レセプト点検等業務委託」
※　生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに
　永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第
　30号）に係るレセプトの点検等の業務委託です。

（２）　委託業務内容／履行場所
	委託業務内容
	履行場所

	1 レセプト点検
	資格点検は生活援護管理課内、内容点検は受託事業者内

	2 施術点検
	生活援護管理課内

	3 医療券、要否意見書点検
	生活援護管理課内　「江戸川区医療券発券センター」


詳細は、別紙「生活保護レセプト点検等業務仕様書及び中国残留邦人等レセプト点検等業務仕様書（以下「仕様書」といいます。）」を参照してください。また、履行場所は、現時点での想定に基づき設定していますが、より効果が見込まれる手法等の提案は可能です。
※　令和８年度中に、標準化システムへの移行を予定しています。また、生活援護管理課は、
　令和８年度中に江戸川区内（場所未定）において移転を予定しています。

（３）　委託期間
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
※　本プロポーザルにより決定された事業者と随意契約協議を行います。適正化の視点等を含め
　委託効果があると認められた場合、業務委託範囲と方法等を協議しながら概ね５年の範囲
　内で特命随意契約を継続することがあります。

（４）　参考価格（令和７年度契約金額・税込）
生活保護レセプト点検等業務委託　　　　　　　３８，６８９，２００円
中国残留邦人等レセプト点検等業務委託                ９２，４００円
※　上記金額は、本プロポーザルにおける上限額を設定するものではありません。
　　契約締結時においては、区及び契約候補者にて、予算額や現下の経済動向等を勘案のう
  え契約金額に係る協議を行うものとします。
※　本契約に係る予算額は、令和８年江戸川区議会第１回定例会において、令和８年度予算
  が可決されたときに成立します。
  
３　プロポーザル参加資格
（１）本プロポーザルに参加を表明できる者は、次に掲げる事項を参加申込書の提出時点で全て満
    たす者とします。
    ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定による欠格条項に該当し
      ていないこと。
    イ　本実施要領公表の日から契約等締結までの間において、指名停止の措置を東京都又は本区から
      受けていないこと。また、受けることが明らかでないこと。
ウ　経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）や民事再生法（平成11年法律第
  225号）の規定により、厚生又は再生手続きを行った場合等、客観的に経営不振の状態に陥
  っていることが明らかである状態）に陥っていないこと。
エ　宗教活動や政治活動を目的としないものであること。
オ　直近２年間で国税又は地方税を滞納していないこと。
カ　次に掲げる事項を全て満たしていること。
　(ア)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第
      ２号又は同条第６号の規定に該当しないこと及び江戸川区契約における暴力団等排除
  措置要綱（平成23年10月1日施行）別表の各号に掲げる措置要件に該当しないこと。
（イ） 役員等（本プロポーザルに参加する者の代表者若しくは役員又はこれらの者から取引
     上の一切の権限を委任された代理人をいいます。）に暴力団又は暴力団員と密接な関係
  を有する者がいる法人でないこと。
（ウ） 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に
    関与している法人でないこと。
キ　プライバシーマークの付与又はISMSの認証を受けていること。

（２）　企画提案書の提出者が契約締結までの間に上記（１）の資格要件を有しなくなった場合は、
     その時点で失格とします。また、提出された書類に虚偽があった場合についても同様とします。　

４　日程
本プロポーザルの主な日程は、次のとおりとします。ただし、本区の都合により予定を変更する
場合もあります。
	日程
	事項

	令和８年 １月 19日（月）
	実施要領の公表

	令和８年 １月 23日（金）
	質問書の提出期限

	令和８年 １月 28日（水）
	質問書の回答

	令和８年 ２月 ６日（金）
	資料提出期限（参加申込書を含みます。）

	令和８年 ２月 25日（水）
	選定結果通知

	令和８年 ３月上旬～中旬
	仕様の調整、契約手続、事業引継

	令和８年 ４月 １日（水）
	令和８年度業務委託開始



５　審査
（１）審査及び選定について
　　　 　審査は、「８ 評価基準」に基づく書類審査とします。
　   （審査を行ううえで提案書の内容に確認事項がある場合は、担当課から照会することがあり
    ます。）
　   選定委員ごとに評価を行ったうえで、最終的に委員全員の評価点を合計し、最も得点が高い
　　事業者を契約候補者に選定します。
　   なお、同点の事業者がいる場合は、選定委員会で協議のうえ、順位を決定します。

（２）選定結果の通知について
 　　　選定後、辞退届を提出した事業者を除き、書面で通知するとともに、本区公式ホームページ上でも公表します。

６　参加手続
（１）関係書類の配布について
　　 プロポーザル実施要領、仕様書、参加に関する申込書等の様式は、本区公式ホームページから
　　ダウンロードしてください。

（２）提出書類について
審査対象事業者に対して、以下の書類の提出を求めます。
	№
	提出書類
	様式
	部数

	１
	参加申込書
	様式１
	１部

	２
	事業者概要（パンフレット等がある場合、併せて1部）
	様式４
	１部

	３
	企画提案書（副本については、事業者名及び事業者が特定できる事項が見えないようにしてください）
	Ａ４判
様式５
	原本１部
副本１部

	４
	見積書（「生活保護レセプト点検等業務委託」と「中国残留邦人等レセプト点検等業務委託」とで分けて作成してください）
	自由
	各１部

	５
	法人登記簿謄本
	原本
	１部

	６
	決算報告書（直近３年分）
	写し
	１部

	７
	法人税、消費税、地方消費税の納税証明書（直近３年分）
	原本
	１部

	[bookmark: _Hlk217388880]８
	プライバシーマーク又はISMSの認定証の写し
	写し
	１部

	[bookmark: _Hlk217388933]９
	地方公共団体において、仕様書５（１）～（３）の全て又はいずれかを受託している場合、実績を有することが確認できる書類（契約書の写し等）の直近３年分（令和５年度～令和７年度）
	写し
	１部

	10
	宣誓書
	様式６
	１部


※「２」～「４」の書類については、電子データ（PDF形式、CD-R又はDVD-R）１部も提出

　（３）提出方法について
     ア　提出方法 
        下記提出窓口宛てに持参又は郵送（提出期限までに必着）にて提出すること。
      【郵送の場合の留意点】 
       (ア)　配送記録の残る特定記録等にて郵送すること。
　　　 (イ)　郵送後に、郵送にて書類提出した旨の電話連絡をすること。
　　　 (ウ)　郵送費については応募者の負担とします。
　 イ　提出期限
       　令和８年２月６日（金）午後５時まで　
　 　ウ　提出窓口 
      　 江戸川区福祉部生活援護管理課医療援護係 
         〒132-0035　江戸川区平井６－１－17
         電話（直通）03-6657-4722

（４）質問事項の提出と回答方法について
    　「質問書（様式３）」に質問項目と内容を記入し提出
　　ア　質問方法
　　　　（ア）受付方法は、電子メールのみ。
　（イ）件名は、「生活保護等レセプト点検業務等委託に関する質問」とすること。
　（ウ）質問書の提出期限は、令和８年１月23日（金）午後５時
　（エ）送信先：engokanri@city.edogawa.tokyo.jp

イ　回答
　　令和８年１月28日（水）に、寄せられた質問と回答を本区公式ホームページに掲載しま
　す。
（ア）同趣旨の質問が複数あった場合は、まとめて回答します（質問者の名称等は公表しませ
　　　ん。）。
（イ）審査に関する質問、本プロポーザルに直接関係しない質問、不適切な質問への回答はし
　　ません。
ウ　留意事項
　　質問内容には、質問者が特定できる内容を記載しないでください。質問内容については、
　申し込み方法、企画提案書の記載方法等に関するものとし、審査（評価）に関する質問は受
　け付けません。

　（５）参加辞退について
参加申込書（様式１）の提出以降、参加を辞退する場合、「参加辞退届（様式２）」を提出す
ること。
































７　企画提案書の作成
 　以下の【企画提案書記載方法】に基づき、仕様書に記載する業務について、効率的・効果的で信頼性の高い実施が見込まれることが確認できるよう、企画提案書を作成願います。
　提案記載項目は次の６項目です。様式５により作成し、提出の求められていない資料を添付する
など過大なものとならないよう留意願います。
　（１）　実施方法
　（２）　業務実績
　（３）　危機管理
　（４）　人材確保
　（５）　見積金額
　（６）　提案資料※
　※　仕様書に記載のない事項についても、区が効果的と判断した「提案」について、区と事業者
　　と協議し、両者合意のうえで仕様書の一部を変更することがあります。

【企画提案書記載方法】
（１）　実施方法
　　　仕様書に記載する業務について、効率的・効果的に実施できることを確認できるよう、以下
　の点について記載してください。
　　ア　本業務における強みについて
        本業務の実施に当たり、事業者としての強みや優位性について記載してください。
　　イ　レセプト点検について
　　　　算定方法に誤り及び疑義のあるレセプトをどのような点検で把握するか、具体的に記載
　　　してください。
　　ウ　施術点検について
　　　　算定方法に誤り及び疑義のある請求書をどのような点検で把握するか、具体的に記載し
　　　てください。
　　エ　医療券・要否意見書点検
　　　　医療機関等からの発券依頼の連絡があった際に、どのように対応するか具体的に記載し
　　　てください。
　　オ　委託業務開始までの準備スケジュールについて、具体的に記載してください。
　　
【参考】令和６年度（令和６年４月診療分～令和７年３月診療分）　実数
	
	生活保護分
	支援給付分

	1 レセプト点検総件数
	４１０,４６１枚
	３，７９８枚

	2 施術点検
	３，２６１枚
	３２枚

	3 医療券・要否意見書点検
	１５９，０２１通
	２，９３３枚



（２）　業務実績（令和７年度を含め３年間）
　 本業務を受託するに相応しい業務実績を有することが確認できるよう、仕様書の５（１）～（３）の業務について、地方公共団体での受注実績を記載してください。

　（３）　危機管理
　　個人情報保護、情報セキュリティ、法令順守の取組が適切になされることが確認できるよう、
　以下の点について記載してください。
ア　個人情報の保護に関する対策等について
　　職員に対する研修や本業務における個人情報の取扱い等、個人情報の保護に関する対策に
　ついて、また、個人情報の漏洩等、インシデントが発生したときの対応について、具体的な
　取組を記載してください。
イ　情報セキュリティ、法令順守の取組について
　　情報セキュリティ保護対策（運用上の仕組みやルール）及び法令順守の取組について、具
　体的に記載してください。

（４）　人員配置・人材確保
本業務を安定的・効率的・効果的に運営できることが確認できるよう、以下の点について記
　載してください（経験年数は令和８年４月１日時点で算出してください）。
ア　レセプト点検
　　レセプト点検業務の人員配置について、①予定人数、役割、一人当たりの従事日数②当該
　業務の経験年数③当該業務に関する資格を有する場合はその資格名と保持者の人数につい
　て記載してください。
イ　施術点検
　　施術点検業務の人員配置について、①予定人数、役割、一人当たりの従事日数②当該業務
　の経験年数③当該業務に関する資格を有する場合はその資格名と保持者の人数について記
　載してください。
ウ　医療券・要否意見書点検
　　医療券・要否意見書点検の人員配置について、①予定人数、役割、一人当たりの従事日数
　②当該業務の経験年数について記載してください。
エ　人材確保等
　　安定的・効率的・効果的に業務を運営するための人材確保策、スキルアップのための研修、
　パンデミック等不測の事態における業務のバックアップ体制等について、具体的に記載して
　ください。

【参考】受託者が使用可能（無償）なシステム機器台数
	[bookmark: _Hlk218668267][bookmark: _Hlk218668209]
	区生活保護システム端末機

	1 レセプト点検（資格点検）
	４台

	2 施術点検
	１台

	3 医療券、要否意見書点検
	１０台



	
	区中国残留邦人等支援システム端末機

	①　レセプト点検（資格点検）
	１台

	②　施術点検
	１台

	③　医療券、要否意見書点検
	１台



（５）　見積金額
　本業務を遂行するために必要とする受託金額を記入してください。その際、市場価格を過度
に逸しない適正な価格となるよう、ご留意ください。
　なお、見積額は、「生活保護レセプト点検等業務」と「中国残留邦人等レセプト点検等業
務」ごとに作成するものとし、本区がその内容について詳細を把握できるよう、仕様書の５（１）
～（３）別に積算根拠について可能な限り項目を細分化して示してください。

[bookmark: _Hlk218604682]（６）　提案資料
　　　本事業をより効率的・効果的に実施するための提案が確認できるよう、以下の点について記
　載してください。
ア　仕様書の範囲内において、本業務を効率的・効果的に実施するための工夫があれば、具体
　的に記載してください。
イ　仕様書に記載のない事項について、本業務を効率的・効果的に実施するための提案事項が
　あれば、具体的に記載してください。

【企画提案書作成に当たっての留意点】
（１）指定の書類については電子データ（PDF形式、CD-R又はDVD-R）を用意ください。紙による
　　資料については、フラットファイル（Ａ４判）に綴り、提出してください。

(２) 表紙には、事業所名を記載します。ただし、副本については、事業所名及び事業者が特定で
　　きる事項（担当者名、ロゴマーク等）はマスキング（黒塗り）等を施し、見えないようにして
　　ください（電子データも同様）。また表紙以外についても同様とします。


８　評価基準
　　本プロポーザルにおける評価基準は以下のとおりとします。
	区分
	評価項目
	評価の視点
	配点

	実績・
信頼性
	実施方法
	本業務について、着実に実施できる見込みはあるか
	10

	
	
	・本業務における強みや優位性が評価できるものであるか
	

	
	
	・本業務について具体的に把握しており、今までの受託経験を生かし
　業務を遂行できるか
	

	
	
	・委託業務開始までの準備スケジュールは適切か
	

	
	業務実績
	本業務を受託するに相応しい業務実績を有するか
	10

	
	
	・地方公共団体で仕様書「５委託業務名（１）～（３）」の３件を受注した実績
	

	
	危機管理
	個人情報保護、情報セキュリティ、法令順守の取組が適切になされるか
	10

	
	
	・個人情報の保護に関する対策、インシデント発生時の対応が適切か
	

	
	
	・情報セキュリティ保護対策、法令順守の取組が適切か
	

	人員配置・人材確保
	レセプト点検
	本業務を安定的・効率的・効果的に運営できる見込みはあるか
	10

	
	
	・人数、業務の経験年数、資格保持者の有無等、業務を遂行するための
　人員配置が適切か
	

	
	施術点検
	本業務を安定的・効率的・効果的に運営できる見込みはあるか
	10

	
	
	・人数、業務の経験年数、資格保持者の有無等、業務を遂行するための
　人員配置が適切か
	

	
	医療券・要否意見書点検
	本業務を安定的・効率的・効果的に運営できる見込みはあるか
	10

	
	
	・人数、業務の経験年数等、業務を遂行するための人員配置が適切か
	

	
	人材確保
	安定的・効率的・効果的に業務を運営するための人材確保策等が適切か
	10

	
	
	・安定的に人材を確保できる体制や研修体制は整っているか
	

	
	
	・パンデミック等不測の事態における業務のバックアップ体制が適切か
	

	見積金額
	　
	　
	20

	提案資料
	仕様内、仕様外の提案事項
	10

	
	・仕様書の範囲内において、効率的・効果的に実施するための工夫があるか
	

	
	・仕様書に記載のない事項について、効率的・効果的に実施するための提案があるか
	

	合計
	　
	　
	100






９　契約方法等について
　契約候補者の選定後、事業者と業務の契約締結に必要な仕様等について、詳細を協議のうえ、
本委託契約を締結します。また、契約の締結は江戸川区議会における、令和８年度の事業予算の成
立を条件とします。
[bookmark: _Hlk518202312]
10　その他
（１）企画提案書等の作成等に要する費用は、参加者の負担とします。

（２）提出書類は返却しません。

（３）提出書類は、提出した提案者に無断で本プロポーザル以外に使用することはありません。
ただし、江戸川区情報公開条例に基づき情報公開の請求があった場合において、同条例に規
定する非開示情報（機密情報等）に該当しないものは提出した者の意向に関わらず、開示される場合があります。

（４）提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は認めません。

（５）本区が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがあります。

（６）以下のいずれかに該当する場合、提出された企画提案書等を無効とします。
ア　提出期限を過ぎて提出された場合。ただし、参加者の責によるものでないときは、その限
　りではありません。
イ　提出書類に本区が求める内容が記載されていない等の不備又は虚偽の記載がある場合
ウ　審査の公平性を害する行為があった場合
エ　本プロポーザルの公募開始後、本業務に関することで審査委員に接触を求めた場合

（７）実施要領等の内容が変更となった場合、速やかに更新版を本区公式ホームページに掲載し
　　ます。

（８）参加申込書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとみなします。

（９）本区が提供する資料は、このプロポーザル以外で使用してはなりません。

（10）本契約は、提案された金額により「江戸川区公契約条例」の規定が適用されるため、下記区ホームページに掲載する事項を参照し、適切に見積金額を算出してください。
　　
【区ホームページ掲載場所】
　トップページ（事業者向け情報） ＞ しごと・産業 ＞ 入札・契約情報 ＞ 
　公契約条例関連情報 ＞ 江戸川区公契約条例における労働環境等の確保に係る実施手続について
　https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e012/shigotosangyo/nyusatsukeyaku/kokyotyotatukihonjorei/rodokankyo.html

11　担当課
〒132-0035　江戸川区平井６－１－１７　
江戸川区福祉部生活援護管理課医療援護係　網倉（あみくら）、伊藤（いとう）
電話（直通）03-6657-4722
Ｅ-mail　engokanri@city.edogawa.tokyo.jp
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